旭総合体育館舞台吊物装置撤去等業務委託仕様書

１　委託名
旭総合体育館舞台吊物装置撤去等業務委託
２　委託場所
　　　豊田市下切町地内
３　委託期間
契約締結日の翌日から令和８年２月２７日まで

４　目的

本業務は、豊田市（以下「発注者」という。）が設置した旭総合体育館にある舞台吊物装置の撤去及び処分することを目的とする。

５　委託内容
（１）業務内容

別紙「吊物装置一覧表」に示す各種吊物装置を撤去し処分する。
また、美観上又は管理上必要と認める軽微な作業については、この仕様書に示さない事項でも発注者の指示に従って契約金の範囲内で実施するものとする
（２）業務日程
業務日程等について必ず旭総合体育館の指定管理者及び同時期に発注している「旭総合体育館舞台照明装置撤去等業務委託」の受託業者と事前に協議し決定すること。
なお、令和７年１２月１５日（月）から令和８年１月３０日（金）までの間は体育館の利用予約を中止します。
ただし、１月中の土日については施設利用がある日があるため、施設利用がある日は業務を行わないこととし、利用者に対する安全を確保するための措置を講じること

６　業務体制

（１）実施体制
受託者は、当該業務に必要な有資格者及び作業責任者（作業員との兼務可）を配置し、これらの者の安全管理のもと作業を実施すること。
（２）作業内容の徹底
作業責任者は常に作業現場に勤務し、作業員の指導及び監視を行うとともに、委託作業の内容を作業従事者に徹底させなければならない。
（３）安全管理

作業の実施に当たっては、安全の確保と施設の利用に支障を来たさないよう措置を講じること。
（４）損害賠償等
発注者は、作業中に起こった事故についての責任は一切負わないものとする。

作業実施のため、施設内の物品等を移動するにあたっては、損傷のないように取り扱い、作業終了後、元の位置に復するものとする。

作業により生じた災害及び物品等の破損は、受託者がその責任を負うものとする。
（４）再委託の禁止
契約した業務の全部又はこの業務における主たる部分である吊物装置撤去業務を他の者に再委託してはならない。
７　業務完了の報告

（１）本契約を履行するにあたり、受託者は委託業務届出書及び工程表等の必要書類を契約時に提出すること。
（２）作業完了後は、完了届、竣工写真（作業前、作業中、作業後）、産業廃棄物マニフェスト等の必要書類を延滞なく提出すること。
８　その他

本仕様書に定めがないことについては、発注者と協議のうえ決定するものとする。

別紙
吊物装置一覧表
	定式幕
	幕、カーテンレール、バトンパイプ

	第１一文字幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ

	第１袖幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ、カーテンレール

	ボーダーライト
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ、
カウンターウェート　　　※ 照明器具は含まない。

	第１吊物
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ、
カウンターウェート、一文字幕

	第２袖幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ、カーテンレール

	サスペンションライト
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ、
カウンターウェート　　　※ 照明器具は含まない。

	第２吊物
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ、
カウンターウェート

	第３一文字幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ

	第３袖幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ、カーテンレール

	ホリゾントライト
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ、
カウンターウェート　　　※ 照明器具は含まない。

	第３吊物
	滑車類、ワイヤーロープ、吊金物、引綱ロープ

	中割バック幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ、カーテンレール

	ホリゾント幕
	幕、固定吊ロープ、バトンパイプ
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